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　2 年半続いたぼんどーるでの 「親子
食堂」 が 12 月で終了し、 新たな方向
を探ります。

　今までひとり親会や発達障害児を抱え
たお母さんと子どもたちへ、 本格的な
懐石料理をたまにはゆっくり召し上がっ
て欲しいと料理長の提案で始まりまし
た。

　沼津ぼんどーるの皆様のご厚意で、
多くの繋がりとたくさんの優しさを頂きあ
りがとうございました。

　　　

2020 年 1 月 25日 (土）14：00-16：30

県内女性議員を増やす会
　　　　「なないろの風」通信

　 私の母校である西高へ講師の一人として
行ってきました。 1 年生を前にして 「政治っ
て日々の生活。 一人ひとりの力は小さくて
も無力ではないってことを知ってほしい。」
と話しました。

　 生徒からは、 「政治は遠い存在で自分には関係ないと思っていたことが、

実はすべての身の回り事が政治で動いていることを知り、 選挙に行かない

ことは自分たちの生活の首を絞めてしまうことにつながると知った」 等と、

嬉しい感想を沢山頂きました。

静岡市産学交流センター大会議室
お申し込みは fumiko2008@gmail.com

フォーラム
　2020開催 !!静岡市産学交流センター大会議室

基調講演
「ここが変だよ地方議員」 著者
元川崎議会議員
小田りえ子さん

Vol.29
山下ふみこの
　　　　チャレンジ通信

　2019 年 4 月、 私は 3,216 票を得てトップ当選し市議

4 期目になりました。 多くの期待とエールにさらに精進し

ていかなければと改めてその責務の重さを感じています。

　年号は令和に代わり、 新たな時代を迎えましたが、

異常気象による災害が猛威を振るい日本全土に大きな

被害を及ぼしました。 もはや想定外ではなく、 自然災害

に対して常に備えをする時代に入ったといえるでしょう。

私たちは自然と共存しなければ生きていけない動物であり

ながら、 経済優先の社会を享受し、 むさぼり続けてきた

ツケがきているのではないでしょうか。

　私たちの生きている世界は、 地球温暖化、 紛争、 貧

困等、 深刻な問題でいっぱいです。 そして日々の生活

は、 ともすれば無力感に押しつぶされそうになります。

　また政治の世界は多数決であり、 多勢に無勢という

力関係に、 何度空しさを感じてきたでしょう。 でも私は

少数の小さな声に耳を傾け、 その人たちに寄り添う政治

こそが本来の役割だと思ってきました。

　

「出る杭は打たれるが、 出すぎた杭は打たれない。 しか

し打たれた杭しか使い物にならない！」 そう信じてやって

きました。 一つひとつの課題に真摯に向き合い 12 年間

の一般質問は一度も欠かさずやってきました。

「私だからできることがある、 私だから言えることがある。」

そう思って諦めずひるまずに取組んできたことが、 いま成

果につながってきていることを実感しています。

　一人一人が今日もいい一日だったと感じられる日々にし

ていけるように、 そして次の世代に繋げられる社会を目指

していきます。

　どうぞこれからも皆さんとの関わりを大切にしながら精進

してまいりますのでよろしくお願いいたします。

2020 年の 「しあわせ」 へ向けて

山下ふみこ

HP でブログも通信も発信しています。

　　自治体議員政策情報センター ・ 静岡県の共同代
表として、 県内の党派を超えて各地方議員たちと
勉強会を重ねています。

　 自らの政策能力を高めるためには、 個人の努力
だけでは困難であり、 全国的なネットワークでの情
報共有や交流、 刺激ある議論によって培われてい
くことを目指しています。

ストップ 気候危機！

   　 沼津ぼんどーる de親子食堂

自治体議員による
『気候非常事態 ・ 共同
宣言の会』 を立ち上げ、
参加の呼びかけを行い
ました。
　　

内部検討資料

県立沼津西高で社会人講話

　私たち県内自治体議員は
その活動に連携して呼びか
けます。 県内各地の議会で
気候変動やその問題にまつ
わる質問を活発に行ってい
きます。 一人でも多くの方
のご賛同をお願いします。

グレタ・トゥンベリさん（16歳）

　2018 年に 1 人でスウェーデンで気候ストライキ
を始めた。 そのアクションは世界の気候変動対
策を訴える運動に発展し、 世界中に大きな影
響を与えている。 12 月の国連会議 COP25 で
もスピーチを行う。

1/9 県収用委員会の会合を非公開で開く

12/4 県収用委員会の第 1 回審理で、 起
業者の県と市、 事業に反対する地権者ら
から意見を聴取した。 次回の会合は1/9。

今後、 対象地の権利取得と明け渡しの採
決が出ても、 地権者らが応じない場合は、
強制収容の手続きに入る。

第 12３回

　２/８ （土）

　次　回

毎月第 2 土曜 9 ： 00 ～
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12/24 静岡地裁で、 事業の認定無効確認と土地収用裁決事前差し止めを求
める訴訟と併合して事業計画変更の取り消しを求める第 18 回口頭弁論が行
われた。

次回 2/13 は最終判決に向けての山場。 原告側の証人は学識経験者 2 人、
住民 2 人が証人尋問に臨む。

現実に目を向けて！

計画からすでに 30 年が経過している事業。 今は異常気象による自然災害に
早急に対処すべき時代に入った。 市民の命や生活を守っていくのが政治の根
幹である。 半世紀も経過した庁舎の建て替え、 ごみ焼却炉の問題等、 市民
生活優先事業を先延ばし、 いったいこのまちはどこへ向かおうとしているのか？

清掃を通して繋がっている楽しい仲間たち
です。 2019 年も怪我も無く無事に年を越
すことができ本当に感謝しています。

（12 月 15 日実施）

集合場所 ： 香陵台公園
　　　　　　　（茶店前）　

　 香貫山影奉仕のゴミ掃討作戦

鉄道高架事業の今

2/13 裁判はいよいよ山場へ

自治体議員の役割とめざすもの



「みゆき」 の保育士 18 人のうち半分が代わる事態に、 発達障害児を抱えた親から SOS があった。

他市の状況を調査すると、 発達障害児に必要な専門職の配置もおくれている。

増え続ける発達障害児はもとより、 疑いのある児童への支援には専門職の正規職員を

常駐配置することの必要性について質す。 （委託で、 専門職と一緒に保育園等の

巡回や出張相談、 ST による言葉の教室等は行っているもののその支援は限られている）

９月議会　決算審査　

子ども子育て新制度２０１５年度からスタートして以来、 私立幼稚園にとって難しい重要な局面を迎えている。

●　幼稚園から認定こども園に移行 5 園、 幼稚園のまま新制度へ移行 5 園、　未定 4 園。
　　
●　給食費は保護者負担 （各園によって給食費に大差） については調査していく。
●　移行しても、 自由な建学の精神や教育方針を左右するものではない。

　　● 　沼津市の市立幼稚園の現状と移行状況
　　●　給食の環境について
　　●　私学の存在意義たる自由な建学精神への影響

　　　●　保育士の半数の人事異動とその影響は？
　　　●　他市では専門職が常駐でだが、 その必要性は？
　　　●　他市の発達支援センター体制の充実は？　　

こんなに差がある！

市内の幼稚園の給食費

私立幼稚園の新制度に移行するか否かは、安定した運営を行うため

の分岐点となるが、 経営者 ・ 保護者の多くの不安を解消すべく市

の方針を問う。

認定こども園への移行など私立幼稚園の運営のあり方について

沼津市　児童発達支援センターみゆきの充実にむけて

平成 30年度一般会計　反対の理由

質問の背景
　こども園と
幼稚園どう違うの？
こども園になると
何が変わるの？
よくわからない ・ ・

園の方針を制度に
合わせて変えていく必要が
あるのだろうか？？
保護者に迷惑が
かからないか心配だ・・

私立幼稚園経営者

私立幼稚園保護者

私立幼稚園の３つの選択肢

１　認定こども園に移行

２　私立幼稚園のまま施設型給付による運営形態に移行

３　従来通りの私学振興助成法に基づく国 ・ 県の補助を基本

・ 副食費 （おかず） ： 沼津市基準５５００円
・ 給食費 ： 主食 （米 ・ パン） + 副食
　A 園　５０００円～ B 園　９７００円

（国基準４５００円）　

子ども・子育て支援の充実にむけて

空きがあるのに入園できない状況が続いている

兄弟が別の園だと保護者には送迎など負担がかかり、 災害発生時のお迎えはどうするのか
質問の背景

●　例年よりも大規模な人事異動となり、 慣れ親しんだ保育士
      がいない不安も考慮し職員配置を強化した。
●　専門職の常駐は一定の効果があると考える。
●　他市の児童発達支援センターの運営体制を参考にする。

●　国の示す弾力運営 （定員の 20％の上乗せ）の考え
　　に基づいて、　園の安全確保を第一に考えた上で、　
　　対応していく。
●　9 世帯 19 人の兄弟が別の園に通っている。
●　災害時の安全確保は重要課題であるから的確に対
　　 処する。

9 月の一般質問を契機に保育園
等の空き情報一覧がネット上でご
覧いただけます。

沼津市子育て
ポータルサイトのご案内

沼津市公式HP
QRコードで
アクセス下さい

市内の保育園を希望する保護者から希望する園に入れない、 兄弟が同じ園に通えないなどの SOS が届いている。 未就学

児度の人口は 10 年間で 3075 人も減少に危機感。 現段階においても未就学児童数の減少は確実であり、 待機児童の解消

は新設を促進するよりも、 まずは既存施設の定員見直しを進める必要があるのではないか。

●　希望する園に入園できていない？
●　兄弟が別々の園に通っている実態は？
●　災害時別々の園での安全確保は？

0 ～ 5 歳児までの年齢別人口 （沼津市）

年齢（歳） 2009年 2019年
0歳 1,675 1,063
1歳 1,631 1,110
2歳 1,725 1,201
3歳 1,643 1,198
4歳 1,705 1,228
5歳 1,751 1,225
合計 10,130人 7,055人

入所できなかった児童の現状

平成 31 年 4 月現在

1 園のみ希望

転園を希望

その他の理由

54 合

計

77

3

20

希望園の偏りが大きな理由と

なっている （調整によって入園可能に）

（人）

沼津市の支援体制は近隣市に比べ大きく後れ、 専門職常駐がいない。
他市同様に専門職の正規職員を配置して欲しい。

6 月議会　

９月議会

11月議会

市の回答

市の回答

質 問

質 問

質 問

市の回答

財政的な困難の現実は、 全国傾向であるにも関わらず、
その厳しさを認めようとしない沼津市の意図はなにか？

反対討論の趣旨

第 1 ・ 財政の厳しさへの沼津市の基本認識が乏しいこと。

第 2 ・ 厳しい財政の現実に正面から向き合おうとしないこと。

第 3・その場限りの場当り的な答弁は、 市民にとって不幸であること。

健全な財政運営を維持できたと言わざる得ない現状に、
そのツケを誰よりも被るのは市民です。

なぜ、 大型事業を見直していく基本的な対応ができないのか。
鉄道高架事業があるがゆえに、 財政厳しくとも 「厳しい」 と言
えない。 広く事業の見直しをしたくてもできない。
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←左図に示したように収入の根幹である一般財源が 10 年間で

26 億円減小。 支出の扶助費が 20 億円の増加。 ハコモノ等の

投資的経費が 20 億円の減小。

過去 10 年の投資的経費の推移をみると 50 億円以上で推移し

てきたのが年々減少し、とうとう 10 年前の 4 割も 減少。 その分、

扶助費は 10 年間で 1.5 倍の 49 億円にまで膨れ上がり、 この

逆転現象は今後もさらに拡大していくでしょう。

つまり、 高齢化に伴う扶助費の増加は鉄道高架等の大型事業

がますます困難になっていくでしょう。

　保育士さんが
代わると子どもは
不安定になって
しまうのだけど
理解してもらえない。

　なぜ専門職の
　職員さんが
一人もいないの？

せめて他市並みの専門職配置を求める

特に着目すべきは給食費が園によって大きく異な
ること。 子どもの通う園の給食の質をきちんと把握
し、 適切な価格なのか、 食育の観点から給食の
質や価格も選択肢の重要なポイントです！

高架化事業を進めていくには、 時代の
変化によるさらなる困難が待ち受け、 こ
のまま見直しをせずに事業を進めること
は、 不可能であり無責任で無謀であると
言わざるをえません。

鉄道高架があるゆえに 「財政が厳しい」 と言えない事情

扶
助
費
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保護者の願い

質問の背景

みゆき利用保護者

発達支援センター専門職の配置体制 臨（臨時職員）

　　
　　　　　　　　　　沼津市には専門職が一人もいない

平成 29 年 3 月厚労省 ： 各都道府県あてに 「平成 32 年度末までに、 児童発達支援センターを各市町に少なくとも 1 か所

以上設置することを基本」 とした。 そこで、 国は 「児童発達支援ガイドライン」 を策定し、 市町の取組み強化を促す。

自治体 富士市 富士宮市 三島市 御殿場市 沼津市

理学療法士 2人

作業療法士 1人 1人+（臨）1人

言語聴覚士 2人 1人

臨床心理士 1人 1人+（臨）3人 2人

心理判定員 2人 （臨）1人

社会福祉士 1人

保健士 1人 （臨）1人 1人

（2019 年 12 月 24 日現在）


